
                                                                                        

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
１ 特集について 

東京都教育委員会では、自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害のある児童・

生徒に対する支援の充実を図るため、従来、通級指導学級で行っていた指導を在籍校で受け

られる「特別支援教室」の小・中学校等への導入を開始しました。 

各学校においては、在籍学級担任や教科担任が、特別支援教室において巡回指導を担当す

る教員と協働することにより、児童・生徒一人一人が抱える困難をより効果的に改善し、児

童・生徒の学習能力や集団適応能力の伸長を図ることができます。 

そこで、本特集では、通常の学級と特別支援教室との連携・協力による指導や支援の充実

について紹介します。 

 

２ 紙面の活用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通常の学級と特別支援教室との 
連携・協力による指導や支援の充実 

        検索 たまじむ 
https://www.tamajimu.metro.tokyo.lg.jp/ 

 
二次元コード（読み取り or クリック）から、 
本特集及び過去の所報の解説動画が視聴可能 

 

東京都多摩教育事務所のホームページから、これまで発行した所報が閲覧、ダウンロード可能 

もっと 
詳しく 
知りたい 
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特別支援教
室の目的につ
いて確認でき
ます。 

 具体的な連携・
協力の方法につい
ての流れを示して

います。 

通常の学級
と特別支援教
室の連携・協

力について確
認できます。 

特別支援教室の
運営ガイドライン
を二次元コードか
ら読み取ることが
できます。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLV04jzCgXzjRD-YQLL7zH-2AgX9Oz24_y


特 集

通常の学級と特別支援教室との連携・協力による指導や支援の充実

令和５年８月２日発行〔通算第96号〕所 報 た ま じ む

○ 特別支援教室の運営ガイドライン（令和３年３月 東京都教育委員会）

○ 特別支援教育研修テキスト（令和４年７月 東京都教職員研修センター）

○ 小学校・中学校通常の学級の先生のための手引き書（平成30年３月 国立特別支援教育総合研究所）

参考文献

過去の所報
「たまじむ」

本特集及び過去の
所報解説動画

特別支援教室
の目的

令和３年度、都内小・中学校全校に特別支援教室の導入が完了しました。発達障害等のある児童・生徒が学習上又は生活上の困難を改善・克服するためには、在籍学級と特別支援教室とが常に連携・協力
しながら、指導や支援の充実を図っていくことが重要です。本特集では、通常の学級（在籍学級担任等）と特別支援教室（巡回指導教員）との連携・協力による指導や支援の充実について紹介します。

発達障害等のある児童・生徒が学習上又は生活上の困難を改
善・克服し、可能な限り多くの時間、在籍学級で他の児童・生
徒と共に有意義な学校生活を送ることができるようになること。

○ 発達障害を対象とする通級指導教室と通常の学級との連携の在り方に関する研究 研究成果報告書
（平成23年３月 国立特別支援教育総合研究所）

○ これからの個別の教育支援計画（平成26年３月 東京都教育委員会）

連携・協力

「読み書きチェックリスト」や
「社会性・行動のチェックリスト」等を活用
★「特別支援教室の運営ガイドライン」 第２部（様式）参照

「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）」
や「連携型個別指導計画」等を作成・活用
★「特別支援教室の運営ガイドライン」 第２部（第２章84～87ページ）参照

○ 双方の授業参観 ○ 指導状況の共有

○ 教材・教具等の情報提供 ○ 校内研修会の実施 等

❶対象児童・生徒の困難さを適切に把握

❷指導内容や目指す児童・生徒の姿の共有

❸限られた時間の中で効率よく共有し、指導の実施と評価

複数の教員がチェック
リストの作成に関わり、
児童・生徒の全体像を
多面的に把握すること
が重要です。

保護者や関係機関との連
携、支援の継続的な計画、
支援の情報共有、引継ぎ
等のために、学校生活支
援シートを作成します。

「連携型個別指導計画」を作成・
活用していくことで、通常の学級
の教員と互いに連携を図り、対象
児童・生徒の指導に当たることが
できます。

特別支援教室の指導・支
援の工夫を通常の学級で
の学習や生活に生かすこ
とで、対象児童・生徒が
安心して過ごせる環境を
整えます。

学校全体の動きを把握してい
る管理職や教務主任、特別支
援教育コーディネーターなど
に相談し、定期的に情報交
換・共有する場を設定する工
夫が重要です。

特別支援教室の
運営ガイドライン

通常の学級での気付き

より多くの児童・生徒
に適切な指導

➡ 巡回指導員の行動観察

早期の支援が可能

➡

困難さを抱える児童・生徒
がいるため、特別支援教育
コーディネーターや巡回指
導教員に相談します。

通常の学級 特別支援教室

対象児童・生徒の学習能力の向上・在籍学級における集団適応能力の伸長

ICTの活用・場の設定等を工夫して実施

https://www.tamajimu.metro.tokyo.lg.jp/syohou/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV04jzCgXzjRD-YQLL7zH-2AgX9Oz24_y
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/primary_and_junior_high/special_class/guideline.html

